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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第54期

中間連結会計期間
第55期

中間連結会計期間
第54期

会計期間
自2024年４月１日
至2024年９月30日

自2025年４月１日
至2025年９月30日

自2024年４月１日
至2025年３月31日

売上高 （百万円） 30,208 30,494 61,129

経常利益 （百万円） 2,681 2,709 5,117

親会社株主に帰属する中間（当

期）純利益
（百万円） 1,703 1,793 3,300

中間包括利益又は包括利益 （百万円） 2,021 1,818 3,789

純資産額 （百万円） 41,857 42,344 41,171

総資産額 （百万円） 63,539 64,712 64,549

１株当たり中間（当期）純利益

金額
（円） 39.39 43.63 77.49

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額
（円） - - -

自己資本比率 （％） 62.50 62.46 60.75

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,016 418 4,844

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △411 △495 △1,036

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,976 △1,202 △4,680

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
（百万円） 11,143 9,877 11,605

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

　　　　２．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　３．2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第54期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定し、１株当たり中間（当期）純利益金額を算定しております。

 

２【事業の内容】

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

　当中間連結会計期間における国内経済は、雇用環境や所得水準の改善が続き、全体として回復基調で推移いたしまし

た。一方で、米国の通商政策の影響による景気下振れリスク、物価上昇や政情不安等により、先行きは依然として不透明

な状況が続いております。海外経済におきましても、米国の通商政策、中国経済の減速、中東地域の地政学的リスクの長

期化などが重なり、世界的に不安定な状況が続いております。

　また、当社グループと関係の深い自動車業界では、国内では生産台数の回復が見られる一方で、人手不足、資源価格の

高騰、賃金上昇等の課題が継続しております。海外では、米国の関税問題、EVシフトの減速、為替変動の影響等により、

引き続き不透明な状況が続いております。

　この結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、国内包装事業や情報サービス事業における主要顧客からの受注

量の増加及びモビリティサービス事業における車両整備事業の増収等により、売上高は30,494百万円（前年同期比0.9%増

収）となりました。営業利益は、物流サービス事業の減収の影響等により、2,328百万円（前年同期比5.6%減益）、経常

利益は、持分法による投資利益の増加等により、2,709百万円（前年同期比1.1%増益）、親会社株主に帰属する中間純利

益は、1,793百万円（前年同期比5.3%増益）となりました。

　なお、主なセグメント別の売上高（セグメント間の内部売上を含む）、営業利益の状況は次の通りであります。

 

① 物流サービス事業

　売上高は、国内包装事業における主要顧客からの受注量の増加はありましたが、国内格納器具事業及び中国子会社広州

広汽木村進和倉庫有限公司、天津木村進和物流有限公司における減収の影響により、21,249百万円（前年同期比0.7%減

収）となりました。営業利益は、売上高の減収等により、2,361百万円（前年同期比10.6%減益）となりました。

② モビリティサービス事業

　売上高は、車両整備事業における受託メンテナンス契約台数の増加等により、7,318百万円（前年同期比2.3%増収）と

なりました。営業利益は車両整備事業の収益改善活動の効果等により、548百万円（前年同期比13.4%増益）となりまし

た。

③ 情報サービス事業

　売上高は、主要顧客からの受注量の増加等により、1,327百万円（前年同期比20.5%増収）となりました。営業利益は、

主要顧客からの受注量増加や原価率の改善等により、190百万円（前年同期比25.9%増益）となりました。

④ 人材サービス事業

　売上高は、市場の人材獲得競争の中、積極的な拡販活動や新規顧客の獲得に注力したこと等により、958百万円（前年

同期比6.1%増収）となりました。営業利益は売上高の増収等により、37百万円（前年同期比330.7%増益）となりました。

⑤ その他サービス事業

　売上高は、売電サービスにより、27百万円（前年同期比1.3%増収）となりました。営業利益は15百万円（前年同期比

47.3%増益）となりました。

 

（2）資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末の総資産は64,712百万円となり、前連結会計年度末に比較して162百万円の増加となりました。

その主な要因は、株価高騰に伴う投資有価証券の増加等により固定資産が795百万円増加したことによるものでありま

す。

　当中間連結会計期間末における負債合計は22,368百万円となり、前連結会計年度末に比較して1,010百万円の減少とな

りました。その主な要因は、賞与引当金が801百万円減少したこと等によるものであります。

　当中間連結会計期間末における純資産につきましては、前連結会計年度末に比較して1,172百万円増加の42,344百万円

となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末比1.7ポイント上昇の62.5%となりました。
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（3）キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比較して1,727

百万円減少し9,877百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、418百万円で、前年同期に比べ597百万円の収入減少となりました。この主な要因は
リース投資資産の増減額で555百万円支出が増加したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、495百万円で、前年同期に比べ84百万円の支出増加となりました。この主な要因は定

期預金の預入による支出が201百万円増加したこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、1,202百万円で、前年同期に比べ773百万円の支出減少となりました。この主な要因は

長期借入金の返済による支出が1,000百万円減少したこと等によるものであります。

 

（4）経営方針・経営戦略等

　当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

（5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

 

（6）研究開発活動

　当社グループでは、主に物流サービス事業の分野で研究開発活動を行っており、物流機器・輸送機器の企画・設計・開

発・試作を中心に活動するとともに、海外への事業展開を図るための調査・研究を実施しております。

　なお、当中間連結会計期間の研究開発費は156百万円であり、主に既存製品の改良と物流ノウハウとITを融合した新技

術の開発によるものであります。

　なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【重要な契約等】

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在
発行数（株）
（2025年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（2025年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 47,087,600 47,087,600

東京証券取引所

スタンダード市場

名古屋証券取引所

プレミア市場

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であり、単元株式

数は100株であります。

計 47,087,600 47,087,600 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2025年４月１日

（注）
23,543,800 47,087,600 － 3,596 － 3,405

（注）2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割が行われ、発行済株式総数は、23,543,800株増加

し、47,087,600株となっております。
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（５）【大株主の状況】

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合

（％）

木村株式会社 名古屋市千種区堀割町２丁目19 12,102 29.43

豊田通商株式会社 名古屋市中村区名駅４丁目９番８号 4,000 9.73

絲丹株式会社 名古屋市守山区上志段味中屋敷1475番地の１ 1,520 3.70

キムラユニティー社員持株会 名古屋市中区錦３丁目８番32号 1,368 3.33

木村　幸夫 名古屋市昭和区 992 2.41

橋本　佳代子 東京都千代田区 848 2.06

株式会社日本カストディ銀行 東京都中央区晴海１丁目８－12 838 2.04

木村　昭二 兵庫県西宮市 497 1.21

株式会社 meito 名古屋市西区笹塚町２丁目41 496 1.21

菊水化学工業株式会社 名古屋市中区栄１丁目３番３号 376 0.91

計 － 23,041 56.03

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 5,961,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 40,918,000 409,180 －

単元未満株式数（注）１ 普通株式 208,100 － －

発行済株式総数  47,087,600 － －

総株主の議決権  － 409,180 －

（注）１．「単元未満株式数」欄の普通株式には、当社所有の自己株式22株が含まれております。

２．2025年６月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、同年７月18日付で、譲渡制限付株式報酬としての自己株

式の処分により40,900株減少しております。
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②【自己株式等】

    2025年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

キムラユニティー株式会社
名古屋市中区錦三丁目

８番32号
5,961,500 － 5,961,500 12.66

計 － 5,961,500 － 5,961,500 12.66

(注)　2025年６月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、同年７月18日付で、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の
処分により40,900株減少しております。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について

　当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月

30日まで）に係る中間連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。
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１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,187 10,450

受取手形、売掛金及び契約資産 9,205 9,310

リース投資資産 6,245 6,727

商品及び製品 342 369

仕掛品 15 32

原材料及び貯蔵品 229 271

その他 943 1,375

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 29,169 28,536

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,165 7,645

機械装置及び運搬具（純額） 747 708

賃貸資産（純額） 506 498

土地 6,881 6,860

リース資産（純額） 555 502

建設仮勘定 107 77

その他（純額） 1,759 1,504

有形固定資産合計 18,723 17,798

無形固定資産   

その他 1,250 1,290

無形固定資産合計 1,250 1,290

投資その他の資産   

投資有価証券 6,634 7,561

繰延税金資産 14 3

退職給付に係る資産 5,475 5,816

その他 3,285 3,708

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 15,406 17,086

固定資産合計 35,380 36,176

資産合計 64,549 64,712
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 979 998

短期借入金 1,162 796

１年内返済予定の長期借入金 - 2,000

１年内償還予定の社債 1,000 1,000

未払金 2,526 2,107

未払費用 3,554 3,512

リース債務 749 659

未払法人税等 719 914

賞与引当金 1,794 992

役員賞与引当金 50 10

その他 970 881

流動負債合計 13,507 13,872

固定負債   

長期借入金 2,000 -

長期未払金 3,842 4,368

リース債務 954 836

退職給付に係る負債 7 6

繰延税金負債 1,932 2,149

再評価に係る繰延税金負債 900 900

その他 234 235

固定負債合計 9,871 8,496

負債合計 23,378 22,368

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,596 3,596

資本剰余金 3,453 3,463

利益剰余金 28,504 29,620

自己株式 △3,390 △3,367

株主資本合計 32,164 33,312

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,155 2,812

土地再評価差額金 509 509

為替換算調整勘定 2,272 1,742

退職給付に係る調整累計額 2,108 2,044

その他の包括利益累計額合計 7,046 7,108

非支配株主持分 1,959 1,923

純資産合計 41,171 42,344

負債純資産合計 64,549 64,712
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 30,208 30,494

売上原価 23,889 24,330

売上総利益 6,319 6,164

販売費及び一般管理費 ※ 3,853 ※ 3,835

営業利益 2,466 2,328

営業外収益   

受取利息 52 43

受取配当金 68 74

持分法による投資利益 202 341

その他 17 21

営業外収益合計 340 480

営業外費用   

支払利息 72 48

為替差損 48 37

その他 5 14

営業外費用合計 125 100

経常利益 2,681 2,709

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 - 3

特別利益合計 0 4

特別損失   

固定資産除売却損 9 11

特別損失合計 9 11

税金等調整前中間純利益 2,672 2,702

法人税、住民税及び事業税 842 840

法人税等調整額 △34 △34

法人税等合計 807 806

中間純利益 1,864 1,896

非支配株主に帰属する中間純利益 160 102

親会社株主に帰属する中間純利益 1,703 1,793
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【中間連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

中間純利益 1,864 1,896

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △798 656

為替換算調整勘定 1,090 △758

退職給付に係る調整額 △57 △64

持分法適用会社に対する持分相当額 △77 88

その他の包括利益合計 157 △78

中間包括利益 2,021 1,818

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 1,655 1,854

非支配株主に係る中間包括利益 366 △36
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（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 2,672 2,702

減価償却費 1,259 975

持分法による投資損益（△は益） △202 △341

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △628 △776

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15 △40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △430 △436

受取利息及び受取配当金 △121 △117

支払利息 110 99

為替差損益（△は益） 13 26

有形固定資産売却損益（△は益） △126 △183

有形固定資産除却損 9 11

投資有価証券売却損益（△は益） - △3

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） 165 △282

棚卸資産の増減額（△は増加） △3 △95

リース投資資産の増減額（△は増加） △121 △676

その他の流動資産の増減額（△は増加） △324 △356

仕入債務の増減額（△は減少） △20 21

その他の流動負債の増減額（△は減少） △826 △280

長期未払金の増減額（△は減少） 25 525

その他の固定負債の増減額（△は減少） 3 0

小計 1,437 773

利息及び配当金の受取額 411 421

利息の支払額 △112 △99

法人税等の支払額 △719 △677

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,016 418

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 - △201

定期預金の払戻による収入 - 100

有形固定資産の取得による支出 △319 △376

有形固定資産の売却による収入 139 356

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 - 11

投資その他の資産の増減額（△は増加） △231 △386

投資活動によるキャッシュ・フロー △411 △495

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 - △275

長期借入金の返済による支出 △1,000 -

リース債務の返済による支出 △345 △249

配当金の支払額 △647 △677

自己株式の売却による収入 16 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,976 △1,202

現金及び現金同等物に係る換算差額 543 △446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △829 △1,727

現金及び現金同等物の期首残高 11,972 11,605

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 11,143 ※ 9,877
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

 

（中間連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前中間連結会計期間
（自 2024年４月１日
　　至 2024年９月30日）

　当中間連結会計期間
（自 2025年４月１日
　　至 2025年９月30日）

荷造運賃 489百万円 476百万円

給与手当 1,420 1,630

役員報酬 121 123

賞与引当金繰入額 267 52

退職給付費用 △28 △28

減価償却費 190 168

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであ

ります。

 
前中間連結会計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 2025年４月１日
至 2025年９月30日）

現金及び預金 11,613百万円 10,450百万円

預入れ期間が３か月を超える定期預金 △470 △572

現金及び現金同等物 11,143 9,877
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自2024年４月１日　至2024年９月30日）

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月20日

定時株主総会
普通株式 648 30 2024年３月31日 2024年６月21日 利益剰余金

 

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年10月24日

取締役会
普通株式 648 30 2024年９月30日 2024年12月９日 利益剰余金

（注）当社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式の分割を行っており、「１株当たり配当額」

は当該株式分割前の金額を記載しております。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自2025年４月１日　至2025年９月30日）

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月19日

定時株主総会
普通株式 677 16.5 2025年３月31日 2025年６月20日 利益剰余金

 

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年10月30日

取締役会
普通株式 699 17 2025年９月30日 2025年12月８日 利益剰余金

（注）当社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式の分割を行っており、「１株当たり配当額」

は当該株式分割後の金額を記載しております。
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（セグメント情報等）

　【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自2024年４月１日 至2024年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

中間連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
物流サー
ビス事業

モビリ
ティサー
ビス事業

情報サー
ビス事業

人材サー
ビス事業

計

売上高          

外部顧客へ

の売上高
21,395 7,135 1,101 548 30,181 27 30,208 - 30,208

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

7 21 - 354 383 - 383 △383 -

計 21,402 7,157 1,101 903 30,565 27 30,592 △383 30,208

セグメント

利益
2,640 483 151 8 3,283 10 3,294 △828 2,466

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業であります。

　　　２．セグメント利益の調整額△828百万円には、セグメント間取引消去1百万円、各報告セグメントに配分していな

い全社費用△829百万円が含まれております。その全社費用の主なものは、当社の人事、総務及び経理等の管

理部門に係る費用であります。

　 　３．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自2025年４月１日 至2025年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

中間連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
物流サー
ビス事業

モビリ
ティサー
ビス事業

情報サー
ビス事業

人材サー
ビス事業

計

売上高          

外部顧客へ

の売上高
21,242 7,296 1,327 600 30,467 27 30,494 - 30,494

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

6 21 - 357 386 - 386 △386 -

計 21,249 7,318 1,327 958 30,853 27 30,881 △386 30,494

セグメント

利益
2,361 548 190 37 3,137 15 3,153 △824 2,328

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業であります。

　　　２．セグメント利益の調整額△824百万円には、セグメント間取引消去2百万円、各報告セグメントに配分していな

い全社費用△826百万円が含まれております。その全社費用の主なものは、当社の人事、総務及び経理等の管

理部門に係る費用であります。

　 　３．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円）

 

報告セグメント
その他

（注）1
合計物流サービ

ス事業

モビリティ

サービス事業

情報サービ

ス事業

人材サービ

ス事業
計

包装 19,390 － － － 19,390 － 19,390

格納器具製品 2,005 － － － 2,005 － 2,005

車両整備 － 2,554 － － 2,554 － 2,554

車両メンテナンス

（リースメンテ）
－ 778 － － 778 － 778

車両販売 － 869 － － 869 － 869

カー用品販売 － 76 － － 76 － 76

保険代理店 － 294 － － 294 － 294

情報サービス － － 1,101 － 1,101 － 1,101

人材サービス － － － 548 548 － 548

その他 － 11 － － 11 27 38

顧客との契約から生じ

る収益
21,395 4,583 1,101 548 27,629 27 27,657

車両リース － 2,536 － － 2,536 － 2,536

駐車場賃貸 － 15 － － 15 － 15

その他の収益（注）2 － 2,551 － － 2,551 － 2,551

外部顧客への売上高 21,395 7,135 1,101 548 30,181 27 30,208

(注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業であります。

２.「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30日）に基づく

収益等で「顧客との契約から生じる収益」と区分して記載しております。
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当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円）

 

報告セグメント
その他

（注）1
合計物流サービ

ス事業

モビリティ

サービス事業

情報サービ

ス事業

人材サービ

ス事業
計

包装 19,337 － － － 19,337 － 19,337

格納器具製品 1,904 － － － 1,904 － 1,904

車両整備 － 2,759 － － 2,759 － 2,759

車両メンテナンス

（リースメンテ）
－ 787 － － 787 － 787

車両販売 － 794 － － 794 － 794

カー用品販売 － 76 － － 76 － 76

保険代理店 － 311 － － 311 － 311

情報サービス － － 1,327 － 1,327 － 1,327

人材サービス － － － 600 600 － 600

その他 － 11 － － 11 27 38

顧客との契約から生じ

る収益
21,242 4,741 1,327 600 27,912 27 27,939

車両リース － 2,537 － － 2,537 － 2,537

駐車場賃貸 － 17 － － 17 － 17

その他の収益（注）2 － 2,554 － － 2,554 － 2,554

外部顧客への売上高 21,242 7,296 1,327 600 30,467 27 30,494

(注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業であります。

２.「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30日）に基づく

収益等で「顧客との契約から生じる収益」と区分して記載しております。

 

（１株当たり情報）

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

１株当たり中間純利益金額 39円39銭 43円63銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益（百万円） 1,703 1,793

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純

利益金額（百万円）
1,703 1,793

普通株式の期中平均株式数（株） 43,244,692 41,102,706

（注）１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２.当社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、前連

結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり中間純利益金額及び期中平均株式数を算定

しております。
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　2025年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ)中間配当による配当金の総額　　　　　　　 　　699百万円

(ロ)１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　 　 17円00銭

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　2025年12月８日

　（注）2025年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  
 

   

  2025年11月12日

キムラユニティー株式会社   
 

 取締役会　御中  

 

 
有限責任監査法人　トーマツ

 

 
　　　　名古屋事務所

 

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士

 

 伊　藤　達　治

　
 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士

 

 細　井　　　怜

　

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているキムラユニ

ティー株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年４月１日から2025

年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計

算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、キムラユニティー株式会社及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま
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た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財

務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日ま

でに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められない

かどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
 

 （注）１．上記は期中レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書

提出会社）が別途保管しております。

      ２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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